
 

 

指 第 ４４２ 号 

令和８年３月２日 

 

各障害福祉サービス事業所等 管理者 殿 

 

      岡山県子ども・福祉部指導監査課長 

 

 

人員配置の見直しに係る自主点検の実施・ 

前年度等実績に基づく基本報酬及び加算の取扱いについて 

 

次のⅠに示す障害福祉サービスについては、前年度の平均利用者数によって人員配置が決定される仕組み

となっておりますので、前年度の利用実績（基準日：令和８年４月１日）に基づく見直しを行った上、適切

な人員配置を行ってください。 

また、前年度又は前年度末日等の実績に応じて基本報酬の算定区分や加算単位数が決まるサービスについ

て、令和８年４月から算定を行う場合は、前年度等実績に基づく見直しを行った上、次により必要な書類を

提出してください。 

 

  

記 

Ⅰ 人員配置の見直しに係る自主点検の実施について 

１ 対象サービス 

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 

自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 

 

２ 見直し関係書類 

様式は県指導監査課ホームページに掲載（https://www.pref.okayama.jp/page/571622.html） 

  ① 人員配置の見直しに係る自主点検表（兼申出書） 

  ② 人員配置基準上の必要人数計算表 

  ③ 平均障害支援区分算定表（生活介護のみ） 

  ④ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

 

３ 書類の保管 

・ 見直しに使用した上記１の書類については、必ず保存をしておいてください。 

・ これらの書類については、県への提出は不要です。 

・ 次の事業所等については、前年度の利用実績（基準日：令和８年４月１日）に基づく見直しの対象

外ですので、所定の時期に見直しを行った上、県民局に関係書類を提出してください。（指定通知書、

指定変更通知書又は変更届出書受理通知書に添付された「留意事項」を参照） 

○ 令和７年４月２日以降に新設又は定員増を行った事業所・施設 

→ ６月間又は１２月間の実績による見直し 

○ 令和８年１月２日以降に定員減を行った事業所・施設 

                → ３月間の実績による見直し 

 

４ その他 

  人員配置の見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、その内容に応じ体制届等を提出してくださ

い。 

（１）提出書類 

  ① 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書（様式第２号) 

  ② 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等状況一覧表 

  ③ 各加算に係る届出書及びその添付書類（加算の算定に変更が生じる場合） 

（２）提出期限等 下記Ⅲのとおり 

https://www.pref.okayama.jp/page/571622.html


 

 

 

Ⅱ 前年度等実績に基づく基本報酬及び加算の取扱いについて 

１ 対象となる基本報酬及び加算 

別紙のとおり 

 

２ 留意事項 

  ・ 新たに加算を算定する場合は、「新規」の届出を行ってください。 

  ・ 現在、上記１の基本報酬・加算を算定している各事業所・施設が、前年度等の実績により見直しを

行った結果、４月以降も基本報酬区分・加算区分に変更がない場合には、届出は不要です。その場合

でも、自主点検の際に作成した書類（下記３の③及び④の書類）については、必ず保存しておいてく

ださい。 

・ 前年度等の実績により、基本報酬区分・加算区分が変更となる場合又は算定単位数が変更となる場

合は、「変更」の届出を行ってください。 

・ 前年度等の実績により、加算が算定できなくなった場合、速やかに体制届出書（下記３の①及び②

の書類）により届け出てください。 

  ・ 加算算定の検討に当たっては、「人員配置見直しに係る自主点検」における前年度の平均利用者数と

の整合を図ってください。 

 

３ 提出書類 

（１）様式は県指導監査課ホームページに掲載 

・障害者総合支援法（https://www.pref.okayama.jp/page/572262.html） 

・児童福祉法（https://www.pref.okayama.jp/page/572614.html） 

①介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に係る届出書又は 

障害児通所給付費及び障害児入所給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書 

   ②介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等状況一覧表又は 

        障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 

   ③各加算に係る届出書及びその添付書類 

    注）加算の「終了」の届出の場合は、③の書類の提出は不要 

   ④基本報酬の算定区分に関する届出書及びその添付書類 

 （２）提出期限等 下記Ⅲのとおり 

 

Ⅲ 提出期限等 

（１）提出期限 就労継続支援Ａ型以外  令和８年４月１５日（水）必着 

        就労継続支援Ａ型    令和８年４月３０日（木）必着      

※期限までに提出のない場合は、４月１日に遡っての算定（単位数の増）はできません。 

（２）提出部数  １部 

（３）提 出 先  各事業所を所管する県民局の健康福祉課事業者（第二）班 

  

https://www.pref.okayama.jp/page/572262.html
https://www.pref.okayama.jp/page/572614.html


 

 

（別紙） 

前年度等実績に基づき決定される報酬区分及び加算 
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0 基本報酬算定区分  ●     ● ● ● ● ●  
● 

※１ 
● 

  

1 移行準備支援体制加算             ●              

2 看護職員加配加算              ● ●  

3 看護職員配置加算（Ⅱ）                ● 

4 
高次脳機能障害者支援体

制加算 
  ● ● ● ● ● ● ●   ●     

5 
視覚・聴覚言語障害者支

援体制加算 
    ● ● ● ● ● ● ●    ●  

   

6 重度者支援体制加算               ● ●          

7 重度障害者支援加算（Ⅰ）      ●                    

8 就労移行支援体制加算     ●   ●     ● ●          

9 就労定着実績体制加算                   ●        

10 就労支援関係研修修了加算       ●          

11 人員配置体制加算          ● ●                ●     

12 地域移行支援体制強化加算           ●                

13 地域移行支援体制加算    ●             

14 通勤者生活支援加算           ●          ●     

15 特定事業所加算 
● 

※２ 
                      

   

16 
目標工賃達成指導員配置

加算 
        ●     

   

17 目標工賃達成加算         ●        

18 
夜勤職員配置体制加算 

夜間看護体制加算 
      ●                 

   

19 夜間支援等体制加算           ●          
● 

※３  
 

   

※１ 地域移行支援は、地域移行支援サービス費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合 

※２ 特定事業所加算を算定する居宅介護等にあっては、前年度実績は３月を除く。 

※３ 夜間支援体制加算を算定する共同生活援助にあっては、共同生活住居ごとに確認 


